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平成２６年第２回定例会議案審議結果
＜市長提出議案＞ ○…賛成　×…反対

市社みネ久民共自公結果件　　　　　　　　名番号

○○○○○○○○○同意人権擁護委員の推薦につき意見を求めること
について第２６号

○○○○○○○○○同意人権擁護委員の推薦につき意見を求めること
について第２７号

○○○○○○○○○承認専決処分（東久留米市税条例等の一部を改正
する条例）の承認について第２８号

○○○○○○○○○承認専決処分（東久留米市都市計画税条例の一部
を改正する条例）の承認について第２９号

○○○○○○○○○承認専決処分（東久留米市国民健康保険税条例の
一部を改正する条例）の承認について第３０号

○○○○○○×○○可決東久留米市税条例等の一部を改正する条例第３１号

○○○○○○○○○可決東久留米市立市民体育施設条例の一部を改正
する条例第３２号

×○○×○○×○○可決平成２６年度東久留米市一般会計補正予算（第
１号）第３３号

○○○○○○○○○可決平成２６年度東久留米市下水道事業特別会計補
正予算（第１号）第３４号

○○○○○○○○○同意平成２６〜２７年度第四処理分区管渠築造工事の
請負契約の締結について第３５号

＊上記の表は、議長を除く各議員の表決結果を会派単位でまとめたものです。
　会派の表示と人数は次の通りです。
　公…公明党（５人）　 自…自民クラブ（４人）　 共…日本共産党（４人）
　民…市議会民主党（３人）　 久…久留米ハートネット（１人）
　ネ…ネットワークひろば（１人）　 み…みんなの党（１人）
　社…社民党（１人）　 市…さわやか市民自治の会（１人）
＊市長提出議案の議決日＝第２６号〜第３０号および第３５号は６月５日、第３１号〜第３４号は６月２４日

◆母さん助けて詐欺に注意！東久留米市内が狙われています！◆

請　願　の　審　議　結　果
［本定例会で付託された請願］

結果件　　　　　　　　名番号

不採択
４４年間地域に根差した公立さいわい保育園の存続を求め、信用できる委託先
の運営による新たな認可園の増設によって待機児童解消を求める請願
 趣旨採択動議否決

第２３号

採択都立六仙公園にドッグランの設置に関する請願 趣旨採択動議否決第２４号

趣旨採択成年後見制度における成年後見人等に対する報酬助成に関する請願第２５号

趣旨採択成年後見制度における成年後見人等に対する報酬助成に関する請願第２６号

不採択子ども・子育て支援新制度の導入に当たっては子どもの権利保障を最優先に
当事者の意見を踏まえて十分な議論を行なうことを求める請願第２７号

不採択子ども・子育て支援新制度を全ての幼い子どもの育ちを支える制度とするた
めの意見書を国に提出するよう求める請願第２８号

不採択民営化により公立保育園をこれ以上減らさないことを求める請願第２９号

不採択待機児童を解消するために認可保育園の増設を求める請願第３０号

不採択保育園及び学童保育所の保育料値上げをしないよう求める請願第３１号

不採択みなみ保育園の民営化について検証を行なうことを求める請願第３２号

不採択さいわい保育園の民営化計画の撤回及び公立保育園の存続を求める請願第３３号

趣旨採択認可外保育施設への保育料助成の実施を求める請願第３４号

不採択待機児童解消のため認可保育所の増設を求める請願第３５号

不採択保育園の全園民営化発言を撤回することを求める請願第３６号

不採択政府がこのたび国会に提出した「地方教育行政法改定案」に反対する意見書
を提出することを求める請願第３７号

不採択第４次長期総合計画の「平成２６〜２７年度にコミュニティバスの実験運行」を
実行するため、早急に地域公共交通会議を設置することを求める請願第３８号

不採択「集団的自衛権についての憲法解釈を変更しないこと」との意見書送付を求
める請願 継続審査動議否決第３９号

不採択解釈改憲による集団的自衛権の行使方針の撤回を求めることを政府に求める
請願 継続審査動議否決第４０号

不採択東久留米市・イオン・市民で構成する協議会の設置及びこのことに関する現
状についての説明を求める請願第４１号

不採択イオンモール東久留米店の誘致による税収の増加の有無などその実態につい
て明らかにし、市民に説明することを求める請願第４２号

不採択南沢五丁目地区地区計画について、情報公開・市民参加・対話による合意形
成を貫くことを求める請願第４３号

不採択原発の再稼働をやめるように国に意見書提出を求める請願第４４号

［平成２６年第１回定例会で継続審査となった請願］
結果件　　　　　　　　名番号
継続審査旧大道幼稚園の跡地利用に関する請願 趣旨採択動議否決第１４号

＊議決日＝６月２４日
＊会派単位の表決は、ホームページでご覧いただけます。
　　【検索方法】　 東久留米市ホームページ▶市議会▶定例会・臨時会・委員会▶平成２６年定例
会・臨時会▶「会議結果」

 　

６
月　

日
の
定
例
会
本
会
議

２４

に
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い
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年
第
４
回
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共
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設

２５使
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に
関
す
る
特
別
委
員
会

で
の
担
当
者
の
答
弁
の
誤
り
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事
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後
、
関
係
団
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へ
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を
行
う
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が
あ
り
ま
し
た
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質
疑
の
中
で
、「
社
会
福
祉

協
議
会
に
登
録
し
た
団
体
が
実

施
す
る
ミ
ニ
デ
イ
に
つ
い
て
は

地
域
セ
ン
タ
ー
と
地
区
セ
ン
タ

ー
の
使
用
料
は
免
除
で
あ
る
。」

と
い
う
答
弁
を
行
っ
た
が
、
こ

れ
は
『
社
会
福
祉
協
議
会
が
事

業
の
た
め
に
使
用
す
る
と
き
』

と
い
う
免
除
規
定
が
当
該
団
体

へ
も
当
て
は
ま
る
と
誤
解
し
、

誤
っ
た
答
弁
を
し
た
も
の
で
あ

る
。
正
し
く
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登
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の
有
無
に

か
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わ
ら
ず
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除
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く
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の
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額
で
あ
っ
た
と

１００
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の
内
容
で
し
た
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こ
の
報
告
に
対
し
、
答
弁
誤

行
政
報

行
政
報
告告

り
の
本
質
的
な
原
因
は
何
か
、

こ
れ
ま
で
使
用
料
改
定
に
つ
い

て
の
市
民
全
体
へ
の
説
明
会
を

な
ぜ
行
わ
な
か
っ
た
の
か
、
平

成　

年
第
４
回
定
例
会
最
終
日

２５
に
決
議
し
た
「
公
共
施
設
使
用

料
の
見
直
し
等
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
に
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す
る
付
帯
決
議
」
で
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に
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ま
た
、
過
去
の
議
会
で
の
答

弁
の
誤
り
を
一
般
質
問
の
答
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で
訂
正
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る
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の
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非
に
つ
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、
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当
部
課
だ
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な
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、
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の
意
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出
さ
れ

ま
し
た
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行
政
報
告
の
後
に
議
員
よ
り

「
行
政
の
誤
っ
た
答
弁
に
対
し

て
、
反
省
を
求
め
る
決
議
」
が

提
出
さ
れ
、
全
員
賛
成
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。
決
議
文
の
全
文

を
下
記
に
掲
載
し
ま
す
。

 　

今
定
例
会
で
は
、
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員
か
ら
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見
書
案　

件
が
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出
さ
れ
、

１０

こ
の
う
ち
次
の
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が
原

案
の
通
り
可
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れ
ま
し
た
。

　

可
決
さ
れ
た
意
見
書
は
関
係

行
政
庁
に
送
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し
ま
し
た
。

　

件
名
は
次
の
通
り
で
す
が
、

内
容
、
送
付
先
な
ど
詳
し
く
は

議
会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
各
会
派
の

表
決
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
て
い
ま
す
。

◆
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構

築
の
た
め
地
域
の
実
情
に
応
じ

た
支
援
を
求
め
る
意
見
書

◆
手
話
言
語
法
（
仮
称
）
の
早

期
制
定
を
求
め
る
意
見
書

◆
中
小
企
業
の
事
業
環
境
の
改

善
を
求
め
る
意
見
書

◆
総
合
的
、
体
系
的
若
者
雇
用

対
策
を
求
め
る
意
見
書

◆
公
立
小
・
中
学
校
の
特
別
教

意

見

意　

見　

書書

室
へ
の
エ
ア
コ
ン
設
置
に
、
財

政
支
援
を
行
う
こ
と
を
求
め
る

意
見
書

事
故
だ
け
は
無
い
よ
う
に
気
を

付
け
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

　

市
議
会
も
市
民
の
皆
さ
ま
に

安
心
安
全
を
提
供
で
き
る
よ
う
、

日
々
頑
張
っ
て
お
り
ま
す
。

　

次
回
の
議
会
は
９
月
で
す
。

皆
さ
ん
が
投
票
し
た
議
員
が
何

を
主
張
し
て
い
る
の
か
、
お
時

間
が
あ
り
ま
し
た
ら
是
非
傍
聴

に
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

次の市議会の日程（予定）

本会議

１日（月）

９月

３日（水）
４日（木）
５日（金）
８日（月）

常任委員会
１０日（水）
１１日（木）

予算特別委員会１２日（金）
本会議１８日（木）

＊開議時刻はおおむね午前９時３０分で
す。
＊請願・陳情等の受け付けは、８月２６日
（火）午後３時までを予定しています。
＊詳細は議会事務局にお問い合わせく
ださい。
　☎０４２（４７０）７７８９（直通）

 　

８
月
に
入
り
、
子
供
た
ち
に

と
っ
て
は
山
へ
、
海
へ
、
川
へ

と
楽
し
い
夏
休
み
真
っ
盛
り
の

こ
と
と
思
い
ま
す
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子
供
た
ち
が
、
遊
び
か
ら
た

く
さ
ん
の
こ
と
を
学
び
取
っ
て

く
れ
る
こ
と
が
私
た
ち
大
人
の

共
通
の
願
い
で
す
が
、
怪
我
や

行政の誤った答弁に対して、反省を求める決議

　今定例会第３日の平成２６年６月１０日の一般質問において、昨年１２月２日、３日の公共
施設使用料に関する特別委員会にて行政側が答弁したミニデイ事業グループの使用料に
ついて、勘違いによる誤った答弁があったことが判明した。
　特別委員会における委員の質疑の中で、今後、ミニデイ事業を行っている団体は免除
から減額になるのかとの質問に対して、行政側は、社会福祉協議会のミニデイ事業につ
いては免除となっており、今後もミニデイ事業については免除になるとの答弁があった。
また、他の地域センターおよび地区センターで実施する場合も免除との結論に達したと
の答弁を行った。
　しかし、他の委員の質疑の中で、地域センターおよび地区センターでは、社会福祉協
議会登録のミニデイ事業団体については免除だが、わくわく健康プラザにおいては規定
に照らして１００分の５０の減額であるとの発言があった。その後、行政側から訂正の発言
はなく、特別委員会は閉会となった。
　本年６月１日以降の予約から使用料改定となったため、ミニデイ事業団体が施設の予
約を行ったところ、わくわく健康プラザの使用料については、免除ではなく減額となる
との説明であり、市へ確認したところ減額であることが判明した。
　特別委員会で答弁の誤りがあったにもかかわらず、そのことを検証することなく半年
以上も経過して、利用団体が施設の予約をしたことで間違いに気づくという行政の事務
執行は、はなはだ緊張感に欠け、お粗末であり、議会としては大変に遺憾である。
　公共施設使用料の改定については、平成２２年４月１３日に行われた第３回臨時会での前
市長の施政方針で、改革の７つの道標のうちの１つとして表明されたものであった。そ
の後、２２年度に庁内検討会、翌２３年１２月に設置された公共施設使用料検討委員会の協議
を経て、平成２４年８月末に報告書が提出された。当初、前市長は平成２４年第４回定例会
の１２月に条例提案を考えていたが、市民説明が必要とのことで先送りした経過があった。
　結局、市民説明を実施した上で、平成２５年１１月の条例提案となったものであり、その
間行政として市民説明会を検証する時間はあったと考えるものである。
　よって、東久留米市議会は、今後、このようなことがないように行政の十分な反省を
求めるものである。


